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第1章 指針の目的 
 

1. 指針策定の背景 

現在の都市計画においては、人口減少・超高齢社会に対応するため、持続可能性の高い都

市構造として、集約型都市構造※1（コンパクトなまちづくり）の構築を目指しています。 

一方で、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災では、多大な人的・経済的被害が発生し、改

めて地震・津波災害の脅威が再認識されました。 

地震・津波リスクの高い沿岸部に市街地の多くが位置する三重県では、「持続可能性の高いま

ちづくり」と「地震・津波等大規模災害に強いまちづくり」との両立が求められています。 

昨今、南海トラフ地震等の切迫性が高まり、地震・津波災害への備えが急務となっている※2こと

を踏まえ、「三重県地震・津波災害対策都市計画指針（仮称）」（以下「本指針」という。）を策定・

配布します。 

 

2. 指針の目的 

本指針は、近い将来に発生が危惧される南海トラフ地震に対し、まず、人命を守ることを最優

先とした施策や取組における都市計画上の対応を検討するとともに、都市機能の確保や被害の

軽減については、中長期的な視点で都市計画に反映することで地震・津波に強い都市づくりを実

現していくことを目的とします。 

 

3. 指針の対象 
 

○対象とする災害 ： 地震・津波災害 

○対象とする地域 ： 都市計画区域を有する市町※3 

○対象とする施策範囲 ： 都市計画を中心とした各種施策 

 

4. 指針の構成 

本指針は、以下のように大きく3章で構成します。 

 

 
 

5. 策定体制 

本指針は、知事から諮問を受けた三重県都市計画審議会からの付託により、「三重県地震・津

波災害対策都市計画指針（仮称）に関する小委員会」が市町の意見（県市町検討会）や庁内各

課の検討（庁内連絡会議）の検討を踏まえて取りまとめました。 

 

※1 都市の無秩序な拡散を抑え、多様な都市機能と公共サービスを拠点となる市街地に集約した都市構造 

※2 県内全市町が南海トラフ地震防災対策推進地域に、沿岸市町のほとんどが南海トラフ地震津波避難対策特別地域に指定 

※3 被災後の復興に際し、新たに都市計画区域を指定する場合も想定されるため、県内全市町を対象に検討  
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4. 土地利用の考え方 

●原則、災害リスクが高い場所は都市的土地利用を抑制し、安全な場所で市街地を形成します。 

●ただし、三重県では、多くの市街地が津波浸水想定区域内に存在しているなど、そのすべてで

都市的土地利用を抑制し、リスクを完全に回避することは不可能です。 

⇒そこで、現実には災害リスクをできるだけ低減したうえで、ある程度のリスクは受容します。 

 

5. 施設配置の考え方 

①居住系（住宅、医療福祉関連施設） 

・住宅、医療福祉関連施設等については、津波浸水リスクの低いエリアに誘導することを基本と

しますが、耐震・耐浪構造化を図ったうえで居住の継続は可能とします。 

・配置にあたっては、地震動や液状化危険度についても考慮したうえで、公共交通サービスの利

便性にも配慮します。 

②業務系（事務所、店舗、工場等の居住を伴わないもの） 

・事務所、店舗、工場等の居住を伴わないものについては、地震動、液状化及び津波浸水に対

する安全度の観点のみならず、地域産業の利便性や業務内容に配慮しながら活性化の観点

からエリアを設定し、施設を誘導します。 

・津波到達時に二次災害をもたらす恐れのある燃料や薬品等の保管・配置・管理等に十分配慮

し、流出防止の対策を担保するための措置を講じることとします。 

③公共系（庁舎、学校、公民館等の避難所及び地域防災拠点となるもの） 

・災害発生時に対策本部や避難所・救護施設等となる庁舎、公民館等の内、重要な公的施設

は、地震動や液状化危険度を考慮し、津波浸水のないエリアに誘導します。 

・学校及び地区公民館等は、地震動や液状化危険度を考慮し、津波浸水のないエリアへ誘導

することを基本としますが、利便上やむ得ない場合は、耐震・耐浪化を図り、避難行動の可能

性等を配慮のうえ、津波浸水や液状化リスクのあるエリアに設置することも可能とします。 

■施設配置のイメージ 

 

リスク対応方針 災害リスク対応の方策 対応例（都市計画分野）

回 避

リスクの発生要因そのもの
の除去等により、リスクを
なくす

・安全な区域への市街地の移転

・堤防の強化・耐震化（L2対応）
・建築物の耐震化

・防災集団移転等により完全に地
震・津波リスクから回避する

－
・建築規制

低 減

リスクの発生確率の低下又
はリスクの軽減対策を行う

・堤防の強化・耐震化(L1対応)
・二線堤整備等の多重防御
・浸水区域の低密度化
・企業等BCPへの対応

・重要拠点施設の移転

－
－
・土地利用規制・誘導
（区域区分、用途地域）

・浸水深に応じた建築構造規定
・災害時拠点施設の移転

受 容
リスクの存在を認識した上
で、リスクが発生した際の
対応を検討

・土地利用の転換
・復興イメージの構築
・事前復興計画の作成

・業務系の土地利用
－（復興将来像の構築）
－

転 嫁
想定されるリスクを別のリ
スクに転嫁

・地震保険等に自助的に加入
・財産保障の対応

－












